
一般競争入札説明書 

この入札説明書は、萩海運有限会社所有財産売り払いに係る入札執行及び契約の締結につ

いて、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加希望者

は次の事項を了解のうえ、お申込みください。 

1、 一般競争入札により売り払いする物件 

物件名 船籍港 種類及びトン数 最低入札価格(円) 

 

船舶「つばき２」 

 

 

 山口県萩市 

 

 貨客船１１３トン 

 

 11,000,000円  

2、 入札参加者の資格に関する事項 

入札には、どなたでも参加いただけます。 

ただし、次の項目に該当する方は、この入札に参加することはできません。 

（1） 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（2） 過去３年間に以下の事項に該当する者 

① 契約の履行に当り、故意に不正の行為をした者 

② 競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しく

は不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

⑤ 上記のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者を契約の履行に当

り代理人、支配人その他使用人として使用した者 

（3）個人にあっては、申請日に満２０歳未満の者 

（4）自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の

防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び第

６号に規定する暴力団員に該当する者  

3、入札の参加申請 

 この入札に参加するためには、事前の参加申請が必要です。 

 参加申請に当っては、一般競争入札参加申請書（様式 1）に必要事項を記入し、記名押

印のうえ、誓約書（様式２）と必要書類を添付して申請してください。 

 

（1） 申請者が個人の場合は本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート等）の写

しが必要になります。 

（2） 申請者が法人の場合は登記簿謄本（3 ケ月以内に発行されたもの）の写し、役員

一覧（様式３）が必要になります。 

 

なお、郵送による申請も受け付けます。 

 



  （持参の場合） 

   令和３年３月３１日午後５時までに、萩海運有限会社本社に提出してください。 

  （郵送の場合） 

   令和３年３月３１日午後５時（必着）まで、簡易書留により下記へ送付ください。 

   送付先  〒７５８－００２４ 

        山口県萩市大字東浜崎町字菊ケ浜１３９番１ 

          萩海運有限会社  あて 

４、物件の事前確認 

  売買検討に必要な萩海運有限会社が認める開示可能な図面、情報の受領には、秘密保

持誓約書（様式４）の提出が必要です。 

 

期日までに物件の確認を行ってください。 

（1）確認期間  令和３年４月３０日まで 

５、入札及び開札を行う日時及び場所 

  入札に参加できる方は、事前に申込みされた方のみです。 

  （1）日時 

物件名 船籍港 入札時間 

 

船舶「つばき２」 

 

 

 山口県萩市 

 

令和３年５月７日（金）午後２時から 

（2）場所 

   山口県萩市大字東浜崎町字菊ケ浜１３９番１ 萩海運有限会社 本社 

６、入札日の持参品等 

（1） 入札書（様式５） 

（2） 入札書を入れる封筒 

（3） 委任状（様式６） 

入札参加申請された本人が入札に参加する場合は不要です。 

法人の代表権の無い方や個人でやむをえず代理の方が入札に参加される場合、

委任状を持参してください。ご本人（委任者）の印は申請書に押印した印にな

ります。 

（4） 印鑑 

  一般競争入札参加申請書に押印したご本人の印鑑を持参ください。ただし、代理 

人が入札される場合には、ご本人（委任者）の印鑑はご持参の必要はございません 

が代理人（受任者）の方は委任状に押印したご自分の印鑑をご持参ください。 

（5） 入札保証金 

① 入札保証金とは、入札の際に当日入札されるご予定の金額の５パーセント以上

に相当する金額をあらかじめお預かりするものです。入札価格の５パーセント

以上の入札保証金を入札保証金還付請求書兼充当申込書（様式７）を添えてご



持参ください。入札保証金は現金とします。 

② 落札されなかった方には、入札保証金は入札終了後直ちにお返しします。 

（6） 筆記用具 

（7） 身分証明書（運転免許証、パスポートなど、ご本人又は委任を受けた方である

ことが証明できるもの） 

７、入札方法 

（1） 入札書には入札参加者の住所、氏名（法人の場合は所在地、名称及び代表者名）

を記入の上、押印してください。 

（2） 入札書に記載する金額は、公表している最低入札価格以上の金額を記載してく

ださい。 

（3） 一度記入した入札金額の訂正はできません。 

金額の変更や訂正がある場合、新しい入札書に書き直してください。 

（4） 提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできません。 

（5） 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理の方が入札に参加される場合、

委任状を持参してください。委任状の提出がない場合は、入札に参加すること

ができません。 

（6） 落札者となる同価格の入札者が二人以上あるときは、直ちに「くじ」によって

落札者を決定します。この場合において、くじを辞退することはできません。 

８、落札者の決定方法 

 落札者は、最低入札価格以上の額の入札のうち、最高額で入札された方とします。 

ただし、落札者となる同価格の入札者が二人以上あるときは、直ちに「くじ」によ

って落札者を決定します。 

９、その他 

   入札参加要件不適格と認めた場合は、入札に参加することができません。 

１０、 契約締結 

（1） 契約締結期限 

落札者は、落札日から１４日（令和３年５月２０日）以内に萩海運有限会社と

の間で船舶売買契約を締結していただくことになります。この期限までに契約

を締結されない場合は、落札は無効となります。 

（2） 入札保証金 

契約締結までの間は、入札保証金は萩海運有限会社で保管します。 

入札保証金は契約締結時に萩海運有限会社がお預かりする契約保証金の一部に

充てることができます。 

なお、契約締結期限までに契約を締結されず落札は無効となった場合には、入

札保証金はお返しできませんのでご注意ください。 

（3） 契約保証金（手付金） 

契約時には、落札価格の１０パーセント以上に相当する額を、契約保証金とし

てお預かりすることとなります。この契約保証金には入札保証金を充当するこ



とができます。 

（4） 契約に要する費用 

契約書に貼付する印紙代は、落札者のご負担となります。 

１１、売買代金の納付等 

  （1）売買代金の納付期間 

     売買代金は、令和３年６月１日から令和３年６月８日までの間にお支払いただ

くこととなります。 

  （2）契約保証金の充当 

     売買代金には契約保証金を充当することができます。 

  （3）売買代金の納入方法 

     売買代金は、所定の金融機関から萩海運有限会社指定口座にお支払いください。 

（4）売買代金が納期限までに支払われなかった場合の取り扱い 

売買代金が納期限までに支払われなかった場合には、契約は解除されることが

あります。この場合、契約保証金はお返しできませんので、納期限には十分ご

注意ください。 

１２、付帯条件 

  （1）売買物件は、売買代金を残金納入し諸手続き完了後令和３年６月８日から令和３

年６月２５日の間までに引渡し山口県萩市萩港から出港してください。 

13、無効入札 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

（1） 入札参加資格のない者がした入札 

（2） 記名押印のない入札 

（3） 前２号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

14、入札結果の公表 

      今回の入札の結果については、以下により公表します。 

（1） 公表場所 

萩海運有限会社ホームページ 

（2） 公表内容 

① 入札日時 

② 物件名及び入札金額 

③ 応札者の個人・法人の区分 

（3） 公表の時期 

公表した日の翌日から起算して 1年が経過する日まで公表します。 

 

 

 

※ 本件に関する問い合わせ 

   萩海運有限会社    電話 0838―25―2040 


